
病気やけがをしたとき
　病気やけがをしたとき、保険証等を提出して受診すると、かかった医療費の3割を支払えば必要な
療養が受けられます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、自己負担がさらに軽減
されます（詳しくは55ページ参照）。

子どもが4月に就職しましたが、扶養からはずす届けを忘れていました。そ
の子どもが4月以降に保険証を使って治療を受けた場合、医療費は私に請求
されますか?

ご家族が就職された場合は『被扶養者（異動）届』に、就職された方のリリー健保の保
険証を添付して、各社の担当窓口に扶養削除の手続きを行ってください。就職された方
の健康保険組合の被扶養者資格は、就職日に遡って取り消します。
扶養削除の届出が遅れたためにリリー健保宛に請求された「お子さんの医療費」は、後
日被保険者宛に請求しますので、全額をお支払いいただくことになります。
なお、お支払いいただいた分に該当する医療費は、その時点で加入している医療保険に
申請することができますので、申請方法については、そちらの医療保険へお問い合わせ
ください。
申請にはリリー健保の診療報酬明細書（レセプト）が必要ですので、リリー健保へご連
絡をお願いします。

Q&A

保険給付

かかった医療費の 3割を自己負担
　病気やけがをしたとき、医療機関の窓口で保険証を提出すると、
かかった医療費の 3 割を支払えば、必要な療養が受けられます。
◦負担割合は年齢によって異なります。
◦ 入院した場合は、医療費のほかに食事にかかる費用として、別途自己負

担があります。また、65 歳以上で療養病床に入院した場合は、食事と居
住にかかる費用として、別途自己負担があります。詳しくは 62 ページを
ご参照ください。

※オンライン資格確認を導入している医療機関等では、マイナンバーカー
ドが保険証として利用できます。利用には事前に登録が必要です。

健康保険組合が医療費の7割を負担
　健康保険では、業務外の病気やけがに対して行う保険給付を、
被保険者の場合は「療養の給付」、被扶養者の場合は「家族療養費」
といいます。医療機関で支払う医療費が 3 割で済むのは、医療
費の 7 割は健康保険組合が負担をするからです。
◦ 病気やけがに対する保険給付でも、保険外の療養を併用したときは「保

険外併用療養費」（60 ページ参照）、立て替え払いをして後から払い戻し
を受けるときは「療養費」（64 ページ参照）といいます。

　家族療養費でも
　被保険者に支給されます
　健康保険の給付は、被保険者本人に対して
行われます。被扶養者の病気やけがに対して
保険給付を行う場合でも、支給対象者はあく
まで被保険者本人になります。
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被保険者が病気やけがをしたとき 療養の給付受けられ
る

給付

一部負担還元金
　被保険者が医療機関で支払った医療費から 20,000
円を差し引いた額が支給されます。ただし、算出し
た額が 1,000 円未満の場合は支給されません。また、
100 円未満の端数は切り捨てされます。

家族療養費付加金
　被扶養者が医療機関で支払った医療費から 20,000
円を差し引いた額が支給されます。ただし、算出し
た額が 1,000 円未満の場合は支給されません。また、
100 円未満の端数は切り捨てされます。
◦  計算の対象となる自己負担額は、月の初日から末日までの 1

カ月間、1 件のレセプトについての自己負担額となります。
◦ 入院時の食事療養・生活療養にかかる標準負担額（62 ペー

ジ参照）、また保険適用外のサービスにかかる費用などは自
己負担額に含みません。

◦ 高額療養費（57 ページ参照）として支給された額は、自己
負担額から除かれます。

※ 払い戻しの対象となる自己負担を計算するときの基準につい
ては、56 ページをご参照ください。

リリー健保の 付加給付
リリー健保では自己負担がさらに軽減されるように、自己負担した医
療費が一定の額を超えた場合、被保険者は「一部負担還元金」として、
被扶養者は「家族療養費付加金」として付加給付を支給しています。

被扶養者が病気やけがをしたとき 家族療養費

年齢によって異なる給付割合
　保険給付の割合は基本的に 7 割です。ただし、
年齢によってはさらに手厚い給付が行われ、小
学校入学前は 8 割となります。また、現役並み
の所得がある場合を除き、70 歳〜 74 歳は 8 割、
75 歳以上は 9 割、8 割、または 7 割となります。

■支給される額
　かかった医療費の 7 割
◦ 給付の対象となるのは保険が適用さ

れる療養に限られます。

支払いは医療機関から健康保険組合に送られてくるレセ
プトをもとに自動的に支払われますが、支払いの時期は
おおよそ診療月の 3 カ月後になります。

＜計算例＞
自己負担金 30,000 円－ 20,000 円＝一部負担還元金 10,000 円
最終的な自己負担額は 20,000 円

※ 課税所得額 28 万円以上 145 万円未満かつ年収が単身世帯で 200 万円以上（複数世帯は合計 320 万円以上）の場合に限る

○年齢別に見る給付割合と自己負担
▼保険給付▼自己負担

…健康保険組合
　から支給

…後期高齢者医療
　制度から支給

8 割

7 割

2 割

3 割

8 割2 割

小学校入学前

小学校入学後〜69 歳

70 歳〜74 歳

9 割1 割75 歳以上

現役並みの所得がある場合 7 割3 割

一定以上の所得がある場合 ※

現役並みの所得がある場合 7 割3 割
8 割2 割
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